
船舶インシデント調査報告書 

令和４年１０月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年５月１８日 １６時３０分ごろ 

発生場所 山口県下関市矢
や

玉
たま

漁港西南西方沖 

 矢玉港Ａ防波堤灯台から真方位２４０°２.９海里付近 

 （概位 北緯３４°１４.９′ 東経１３０°５０.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボート勇
ゆう

希
き

丸は、航行中、船外機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年５月２７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 勇希丸、５トン未満（長さ７.７７ｍ） 

 ２８０－３０５５０福岡、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力１４７.１０kＷ、連続最

大回転数毎分６,０００、４気筒、ボア９６.０㎜、使用燃料ガソリ

ン、平成５年６月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りを行った

後、帰航中、船外機が停止した。 

 船長は、プロペラ及び船外機の外観等に異状がないことを確認し、

船外機の内部を点検する必要があると思ったものの、海上で船外機を

開放して点検を行うとオイルが漏れ出て危険と思ったので、運航不能

と判断し、１１８番通報を行った。 

本船は、海上保安庁からの救助の協力要請を受けて来援した水難救

済会所属の漁船にえい
．．

航され、矢玉漁港に入港した。 

 本船は、本インシデント後、陸揚げされ、船長が船外機を機関修理

業者の助言を受けながら点検したところ、燃料フィルターがゴミ等で

目詰まりしていることが確認された。 

船長は、船外機を本インシデントの約１年前に交換した後、燃料フ

ィルターが１年程度で目詰まりするとは思っていなかったので、燃料

フィルターの点検及び清掃を行っていなかった。 

日本小型船舶検査機構が作成した船外機船のメインテナンスガイド

（インターネットのホームページにより閲覧可能）によれば、発航前

及び定期的に、燃料フィルターにゴミ又は水分等が溜まっていないか



どうかを点検することになっていた。 

分析  本船は、船外機の燃料フィルターの点検及び清掃が約１年間行われ

ていない中、船長が、燃料フィルターにゴミが溜まっている状態で航

行を続けたことから、同フィルターが目詰まりしてしまい、船外機に

燃料の供給が行われず、船外機の運転ができなくなり、運航不能とな

ったものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、船外機の燃料フィルターの点検及び清

掃が約１年間行われていない中、船長が、燃料フィルターにゴミが溜

まっている状態で航行を続けたため、同フィルターが目詰まりしてし

まい、船外機に燃料の供給が行われず、船外機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、発航前及び定期的に燃料フィルターの点検を

行うこと。 

 


